
で申請方法は
またはお問い合わせください。

ゆいわらび　学童

対 象

受付期間
申 込 先

昼間に保護者が仕事などで家庭にい
ない小学生の児童
12月3日（月）～12月15日（土）
入所申込書、就労証明書を記入し、各
クラブへ直接お申し込みください。
重複の申し込みはできません。

右記の放課後児童（民
間学童）クラブの申込
内容は直接学童にご確
認をお願いします。

【お問い合わせ】　福祉部　こども課　子育て支援係　☎945 -5311

施 設 名 電　話
太陽学童
海星学童センター
オナガ学童クラブ
さくらんぼ学童園
美原学童クラブ
学童みらいクラブ
ハイサイ学童
あがり学童
えくぼ児童クラブ
学童みらい★（ぼし）クラブ

944-5006
945-4154
945-6838
946-1340
945-3108
944-1915
946-1166
080-6485-1641
946-9522
090-2856-1916

施 設 名 電　話
サウンド学童
こばと学童
マイマイクラブ
学童ミッキークラブ

945-7220
945-6828
945-6125
945-1164

【対象者】
　西原町に住所があり、放課後児童（民間学
童）クラブを利用し、小学校に就学している児
童の保護者で、次に該当する世帯
（1） 生活保護を受けている世帯
（2） 市町村民税非課税世帯

【助成金】
　放課後児童（民間学童）クラブの利用児童１
人につき、支払った１か月あたりの利用料の
２分の１以内の金額（月額５千円を限度）

 平成
31年度
 平成
31年度

※申込書等はこども課、各放課後児童クラブで配布、
子育て情報サイト「ゆいわらび」からダウンロードで
きます。
※利用時間や利用料等は各クラブへお問い合わせくだ
さい。

場所（地図）は

　ゆいわらび  学童　で検索！

放課後児童（学童）クラブ利用料を助成します

放課後児童クラブ 児童募集
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お問い合わせ
福祉部 こども課
子育て支援係
☎ 945-5311

対 象 内 容

忙しいとき、夜遅いとき、子育て支援を行う制度です。
また、以下の世帯を対象に利用料の助成を行っています。

HELP

与那原町・西原町・中城村にお住まいのファミリーサポー
トセンター会員で、下記のいずれかに該当する方。
① 市町村民税非課税世帯
② 生活保護世帯
③ ひとり親世帯
　（添付書類：児童扶養手当証書または母子父子医療
　 費受給者証。いずれも受給していない方は離婚日の
　 わかる戸籍）
④ ダブルケア世帯（介護と育児を両方行っている世帯）
　（添付書類：介護保険証。※介護の対象は要介護 1 以
　 上の同居の親族のみ。）

1時間の利用料600円（平日）のうち400円の助
成を行います。
※1世帯当たり1年間（4月～翌3月）で10,000円
　（25時間分）が上限額。
上限額を超える場合は実費負担になります。

幼稚園預かり保育・
特別支援教育を希望する方へ

福祉部こども課　幼稚園・こども園係　☎945-5311
坂田幼稚園　　☎945-5300　西原幼稚園　　☎945-2568
西原東幼稚園　☎945-1385　西原南幼稚園　☎946-9779

お問い合わせ

西原町の
子育て情報サ

イト

「ゆいわらび
」にも

載っているよ
！

　平成31年度町立幼稚園入園対象児（４、５歳児）の保護者には10月中旬に通知を送
付しています。詳細は、下記へ問い合わせまたは募集案内、西原町の子育て情報サイト
「ゆいわらび」をご確認ください。通知が届いていない方はこども課へご連絡ください。

対　象

預かり保育 預かり保育を希望する園児
（定員制）

心身に障がいを持ち、集団
保育が可能な園児

入園内定通知が届いた後、所定の申込書に記入し、必要書類（勤務証明
等）と一緒に入園内定幼稚園またはこども課へお申込みください。

対象園児の診断書または療育手帳・特別児童扶養手当証書等の写しを
添付してお申込みください。
※特別支援教育の審査を経て入園の可否について決定・通知します。

特別支援教育

手続き方法

ファミリーサポートセンター
を利用しましょう！

子育ての
手助けを
してほしい！
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医療法人

和み会 城間医院 西原中学校向かい
電話：（098）945-4551

内  科 心  療
内  科

胃・大腸カメラ
生活習慣病  など

心の不調
睡眠障害  など


